
市指定可燃用ごみ袋作製業務仕様書（那須烏山市） 

 

本仕様書は、那須烏山市が指定する可燃用ごみ袋の製造納品管理について明示するもの

であり、下記条件により１枚当たりの単価（税抜き）に年間使用予定枚数を乗じた金額の

中袋と大袋の合計額で、最低価額業者と契約締結を行う。 

 

１．袋の規格等 

⑴原材料    高密度ポリエチレンフィルム（半透明）厚み 0.03㎜ 

⑵ごみ袋サイズ 中袋：３０ℓ・・・0.03㎜×500㎜×700㎜ 

         大袋：４５ℓ・・・0.03㎜×650㎜×800㎜ 

           詳細は別紙１のとおり 

⑶文字色    那須烏山市  緑色        

⑷印刷内容   ごみ袋 別紙２のとおり（詳細は別途協議のうえで決定）。 

⑸その他    袋は１０枚１組で外袋に入れること。 

折りたたみ時に欠け傷等がつかないようにすること。 

 

２．外袋の規格等 

外袋については、透明で黒文字印刷、印刷内容については別紙３のとおり（詳細は別

途協議のうえで決定）、引き出し口から１枚ずつ取り出せるようミシン目加工を施すこと。 

 

３．梱包 

⑴中袋、大袋ともに５０組（５００枚）単位で、ダンボール箱に梱包すること。 

⑵ダンボール箱の文字表示は別紙４のとおり（詳細は別途協議のうえで決定）。 

⑶複数段積み重ねても潰れない強度を有するダンボールを使用すること。 

 

４．年間使用予定枚数 

 中袋 210,000枚（420箱）、大袋 650,000枚 (1,300箱) 

  

５．納品等 

⑴納品場所は、那須烏山市役所烏山庁舎、那須烏山商工会本所、那須烏山商工会南那須

支所とし、荷降ろしまで行うこと。 

⑵初回の納品は６月下旬とする。その後は在庫状況に応じて納品することとし、発注か

ら６営業日以内に納品できる体制を維持すること。納品スケジュール（１５回程度／年

度）については、那須烏山市と協議のうえ決定する。 

 

６．契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで。ただし、契約期間が過ぎても在庫があ

る場合は、契約期間同様の対応で保存納品すること。 

 

７．支払い方法 

納品時その都度納入数量にあわせて支払いをする。 


